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川辺川ダム事業については、平成 10年 度に計画変更を行い、事業費の総額が35

0億 円から2650億 円に増額された。ところが最近、国土交通省は、事業費はどん

なに切 りつめても3300億 円に増額されるということを認めている。そこで本意見

書では、川辺川ダム事業のような大型公共事業について、予算ない し財政的な措置が

どのようになっているのかを明らかにする。本件収用問題についても、要するに財政

的な裏付けがなされていないと無辱太になってしまうおそれもあるので、この点は看過

できないはずである。

また現在焦点 となっている土地改良事業の問題点や看過 されやすいダム管理費の

同

同

同
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問題 点 につ いて も言及す る。

第 1 大 型公共事業における財務省の対応

1 大 型公共事業における財務省 との協議

公共事業については、担当省庁が事業計画書を作成 して、全体の事業費や完成年

度を明 らかに している。国交省や農水省などが実施する公共事業の うち大型のもの

は、事業計画の段階で財務大臣協議、承諾 を求めることになつている。 これは個別

法、例えば特ダム法や空港設置法などの中で、財務大臣協議、承諾 とい うことが明

文化 されているものもあれば、明文化はされていないが、運用上、必要 とされてい

るものもある。

完成に何年 もかかるよ うな土地改良事業では、土地改良事業法にはその規定はな

いが、土地改良事業 5カ 年計画の閣議決定の際、財務大臣の承認が求められるし、

また、個々の事業条件では新規事業着手の際に、事業計画を精査す ることにより財

務大臣の承諾が求められ る。

したがつて財務省 としては、予算が単年度主義 となっているものの、事業全体の

計画 とその進捗状況をに らみなが ら予算査定を行つている。財務省 としては当該省

庁の事業計画 と無関係に単年度の予算査定をしているわけではない。 ちなみに平成

16年 度の予算要求か ら査定の流れは別紙資料 1の 通 りである。

2 事 業計画のチェックと予算査定

財務省 としては、当該省庁の事業計画に完全に拘束 されるわけではないが、事業

計画に沿つたもの となっているかどうかは厳 しくチェックしている。
ど`  、

例 えば、横川 ダム事業では基本計画では平成 14年 度までの工期であつたが、実

際には遅れて平成 15年 度、 16年 度 も予算を認めた (資料 2)。 これについて、

財務省は国交省に対 して、基本計画の変更手続 きを行 うよう厳 しく注文を出 した う

えでの予算を付けている。

逆に徳 山ダムについては、平成 16年 度に約 180億 円の概算要求をしたが、こ

れは従前の事業計画か らして残事業費を超えるものであった。財務省は計画の変更
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を示唆す るとともに、同年度予算 として従前の残事業費内の 9、 339百 万円 しか

認めなかった (資料 3)。 最近の厳 しい財政状況か らして、財務省 当局 も特に大型

公共事業については厳 しく対処 しているのである。

3 川 辺川ダムと予算査定

川辺川 ダム事業については、平成 14年 度 も 15年 度 も漁業権の一部消滅による

漁業補償の うえ本体工事に着手するとい う概算要求 110億 円があ り、財務省は進

捗状況を見た うえでこれを認 めて 101億 円の予算を付けた。 しか し、その後ダム

本体着工に着手できずに、その部分は使われていない。そのため 15年 度は未消化

分の内 28億 円が他 のダム事業に流用 されている (資料 4。 流用については資料

5 ) 。

なお、平成 16年 度か らは漁業権消滅による漁業補償の請求や本体工事着工分の

予算請求はな されてお らず、財務省 としても認めていない。来年度 17年 度の概算

要求は 41億 円で、同 じく本体工事着工分等はなく、生活再建や利払いなどの周辺

整備のみ、地元住民が困 らない最低限度の内容 となっている。

財務省は、川辺川 ダムの事業費について、国土交通省が最低 3、 300億 円に増

額 され るとい う話が出ていることは聞いてはいるが、正式に計画変更がなされたわ

けではないので、 しば らく状況を見守 りたいとのことである。また事業費 3、 30

0億 円への増額だけでな く、熊本県収用委員会の動向、新利水計画がいつ どのよう

な形で策定できるか等 もあるので、この点 も財務省 としては重視をしている。例え

ば利水については裁判で敗訴 してお り、新利水計画がたて られずに治水 目的のダム

となるとすれば、その場合、財務省 としては事業計画の変更手続きだけでは済まず、

球磨川の河川整備計画 も求めることになる (資料 6)。

4 ダ ム事業の進捗と予算査定

一定の年数にわたってダム本体着工ができなければ、当然にダム事業費の予算を

認めないというわけではない。 しかし事業計画があるから、財務省が予算を付ける

場合はこれを碗みながら査定をしている。予定の完成年度ぎりぎりになってから計



画変更もしないでダム本体着工の予算請求を してきても、財務省 としては厳 しく対
処せ ざるを得ない。一般的に見てとうてぃ無理であれば、計画の変更手続 きを経た
うえで認めるか どうかを判断する。

なお、公共事業の評価制度 としては、事業着工後 5年 後 と事業継続中は 5年 ごと
に事業を継続す るか等について省内の事業評価委員会でなされ、評価結果は各ホー

ムページ等で一
般に公表 され る。身内による評価ではあるが、評価結果についての

説明責任が求められることか ら、これまでに国土交通省で 96事 業が中止 されてい

る。

財務省 としては、事業の再評価は 5年 毎だけでなく、事業の節 目節 目での再評価
を行 うよ う国土交通省に求めてお り、同省か らもそれを行 う旨の回答を得ている。
用地の取得や、いょぃょダム本体着工に入 るときには、これは厳 しくチャックし

ている。 とい ぅのも、ダム本体着工になればその後に後戻 りはできなくなるので、
当然のことなが ら予算付けする上で本当に着手を認めて良いか どぅか財務省 として

も最終的な厳 しい査定をする。

なお、全国で現在事業中のダムについて、当初事業費 と現行事業費 との比較など

を行っているが、それは別紙資料 7の とお りである。要するにダム事業の相 当多数
の部分は途中で事業計画を変更 して事業費の増額 を行っているとい うことである。

第 2 国 営土地改良事業の実態

本件では福岡高裁の利水訴訟判決を受けて、国営川辺川土地改良事業については

現在見直 しが され、新利水計画に向けてダム案になるか非ダム案になるかなど慎重
に協議がな されている。そこで国営土地改良事業が どうなっているかを検討するこ

とは重要なことでぁる。全国で実施 されている国営土地改良事業の問題については、

政府か ら20o4年 9月 29日 付けで質問趣意書に対する答弁書で明らかにされて

いる (別紙資料 8-1、 8-2)。 その内容を分析 してみると、以下の点が指摘 さ

れ る。

全体件数について
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現在、事業継続 中であった り、事業完了後 10年 以内の国営土地改良事業は全

体で 351件 とい う膨大な件数である。その うち北海道、東北などブロック別に

分類す ると別表の とお りであ り、全体的には北海道が多いことが判明する。 また

地方によっては実施 されていない県 もあ り、かな りばらつきが認められる。

2 投 資効率について

費用対効果については、その投資効率の大部分が 1,oo～ 1,10の 中に入

つていて、 これは 252件 で 71.8%に のぼる。つま りは農水省が主張する計

算方法によっても、その投資効率はようゃ く費用を僅かに上回る効果にとどまっ

ている。

また投資効率 1を 下回るものも7事 業ある。例えば諌早湾干拓事業や中海干拓

事業 も投資効率を 1を 下回っている。

3 事 業の長期化について

土地改良事業が長期化 している。事業の途中で計画変更が余儀なくされ る事業

は 188件 であ り、全体の 53.6%を 占める。つまり半分以上は途中で計画変

更を余儀なくされていることになる。これは公共事業全般に言えることであるが、

事業の完成が遅れて長期化 し、かかる費用 も増額 されるとい うことが しば しば指

摘 されているが、土地改良事業についてもこれが当てはまる。

なお、中には昭和 46年 2月 に事業着手 しておきながら、平成 15年 末で進捗

率が 43%し かないとい うぉ粗末なものもある (国営羊角湾土地改良事業の干拓

部門)。

事業の完成に 10年 ～ 20年 かかっているものが 184件 で全体の 52.4%

%、 20年 以上 もかかっているものは 62件 であ り、これは全体の 17.7%を

占めている。要す るに 10年 以上 もかかるものが全体の 7割 を越えているとい う

ことになる。 これでは事業が農業実態に合わなくなった りしていて しま うおそれ

も強いであろ う。

計画変更の理 由としては、「農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及
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び事業費の変更」 とい うものがほとん どである。

4 予 算上の地位について

土地改良事業にかかる費用 (予算 もしくは決算)は 毎年多少の変動はあるもの

の、おおむね 600o億 円前後で推移が されている。近時の公共事業費の抑制方

針 を受 けているせいか、歳入、歳出予算額で見れば、平成 10年 度の 6532億

円をピークに減少が見 られ、平成 14年 度には 6000億 円を害|り込んでいる。

この予算は農水省全体の予算で見れば、毎年%程 度の割合 を占めている。

農水省の全体の予算は約 3兆 円であ り、土地改良事業は農水省側にとって予算

確保の極めて重要な地位 を占めているといえよう。

第 3 ダ ムの管理費について

ダムが完成 した場合には当然、その維持管理について管理費がかかる。 この点は

看過 されがちであるが、地元負担 も重い うえダムが存在する限 り負担金がついて回

るものであ り、これについても十分な議論を進めてお く必要がある。

これについてすでに完成 している竜門ダムの例をまず参考に述べる。

1 竜 門ダムの概要

竜門ダムは、菊池市にすでに完成 してお り、治水 と利水が 目的 となった多 目的ダ

ムである。事業費総額は 1810億 円で、その うち熊本県負担分は 572億 円であ

る。

2 管 理費について

ダムは、それが存在す る限 り管理費がかかる。管理費の内容は、ダム設備 (モー

ター、外壁その他の施設)の 維持管理や補修にかかるものである。おおむね毎年 7

億円程度であ り、熊本県の負担はおおむねその半分 となっている。

利水者負担金については、管理運営上の負担のアロケ率に従 うとなっているので、

熊本県は 9. 9 %の 負担率であるが、地方負担金 (2億 5～ 6千 万円)は 法令で定

められていて、全額熊本県の負担になる。



要す るに竜門ダムについては、熊本県の負担はダムが存在す る限 り、毎年 3億 円

を超 える負担を し続 けなければならないことになる。

しか も平成 14年 度か ら 16年 度 と見ると、次第に負担額が増加傾向になってい

る。 ダムが古 くなつて くれば、維持補修や ダム湖での渡渫などで、 さらに負担が増

加す る可能性 が高い3な お、地方負担金は、建設事業費は 10分 の 3、 維持管理費

は 10分 の 4.5と い うよ うに、維持管理費になると地方の負担が増えることに法

令上規定 されているc

川辺川 ダムの管理費については、いまだダムが完成 していないのでどの程度の負

担になるかは老、ず しも明確ではない。 しか し、予想 としては別紙資料 9の 通 りとな

つている。要す るに事業費の 0.5%を もつて管理費に算定 している。そこで、こ

れ も2650億 円を前提 として年間 13.1億 円とされているが、この点も330

0億 円を前提 とすればさらに増額 され ることを言 うまでもない。 ダム事業費は小 さ

く産んで大きく育てるとい うことが言われているが、そ うなるとダム完成後の管理

費の地元負担はますます増大 され るとい うことである。 ダムについては、こうした

管理費の負担をも合わせて慎重に考えていかなければならないのである。

以 上


